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九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画

平成１７年４月１５日公表

（平成１８年３月３１日一部変更）

（平成２２年３月３０日一部変更）

１ 資源の現状と資源回復の必要性

（１）資源の特性と資源水準の現状

① 資源の特性

冬の味覚の王様と言われるトラフグは、東シナ海・黄海及び我が国沿岸のほぼ全

域に分布しており、食用フグ類の中では最も高価な魚種である。以前の主漁場は東

シナ海・黄海であったが、資源の減少等から近年は我が国２００海里内が主漁場と

なっている。

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグは、日本海沿岸、九州北西岸の福岡

湾、有明海及び瀬戸内海沿岸等で春に発生し、稚仔魚は産卵場周辺を生育場とし、

、 、 。成長に伴って次第に広域に移動しながら日本海 東シナ海 黄海へと索餌回遊する

雄は２歳、雌は３歳で成熟し、我が国沿岸に向けて産卵回遊し、３月から６月にか

け沿岸域の水深１０～５０ｍ程度の潮流が早く、粗い砂や小石が卓越する海底で産

卵する （図１参照）。

トラフグの年齢と全長の関係については調査海域によって異なるが、トラフグの

脊椎骨の輪紋による年齢査定では、１歳で２９cm、５歳で５４cmに達する （図２。

参照）

、 、なお 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画が開始された２００５年当時は

我が国のトラフグ資源は「日本海・東シナ海系群 「瀬戸内海系群」及び「伊勢」、

・三河湾系群」の３系群に分けられており、本回復計画は日本海・東シナ海系群の

トラフグを対象に取り組んできた。その後、標識魚再捕等の結果から、日本海、東

シナ海、黄海の成魚が広く九州北西岸及び瀬戸内海にも移動することが明らかとな

ったことから 「日本海・東シナ海系群」と「瀬戸内海系群」が同一系群の資源で、

あると判断され、２００７年の漁業資源評価から「日本海・東シナ海・瀬戸内海系

群」として評価されるようになった。

また、同一系群として資源評価をするに当たって、広域漁業調整委員会で資源回

復計画も瀬戸内海を含めるべきとの指摘があったことから、現在は系群全体の漁獲

量、資源量等のデータ把握に努めているが、系群全体としての回復計画とするため

、 、 、には 瀬戸内海関係各県の計画参画が不可欠なことから 条件が整うまでの期間は

当面、旧来の「日本海・東シナ海系群」のトラフグ資源を対象とした九州・山口北

西海域トラフグ資源回復計画として作成し、見直した。
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資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、「

独立行政法人水産総合研究センター作成

図１ トラフグ日本海・東シナ海・瀬戸内海系群の分布域と産卵場

資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、「

独立行政法人水産総合研究センター作成

図２ トラフグの年齢と成長

② 資源水準の現状

２００３年から行われた日本海・東シナ海・瀬戸内海系群のトラフグ資源量の推

定では、２００３年から２００６年までの期間１，１００～１，２００トンの間で

安定しているが、２００７年以降は減少に転じ、本系群の資源は低水準で減少傾向

にある。また、図４の下関地方卸売市場南風泊市場のトラフグ取扱量の動向を見る

と、１９８７年をピークとして急激に減少していることから、本取扱量と資源量と
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の間に一定の相関があると仮定すると、少なく見積もっても５，０００トン以上の

資源量があったと推定できる。(表１、図３参照)

なお、本系群全体に占める日本海・東シナ海の推定資源量(有明海、八代海、福

岡湾の０歳魚を除く。)は２００３年以降全系群の４割程度にあたる４００トンか

ら５００トンで変動し、２００８年には３００トンまで減少している。(表１、図

３参照)

（単位：トン）表１ 推定資源量の推移 ※漁期年(４～３月)

区 分 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群

1,204 1,104 1,200 1,264 1,065 922

うち日本海・東シナ海分(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

576 513 481 438 556 365

資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、「

独立行政法人水産総合研究センター作成

※「うち日本海・東シナ海分 」については瀬戸内海区水産研究所(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

において作成。

資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成「

※「うち日本海・東シナ海分 」については瀬戸内海区水産研究所(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

において作成。

図３ 推定資源量の推移

（２）漁獲量の推移と資源回復の必要性

① 漁獲量の推移

東シナ海・黄海、日本海西部海域では、トラフグは主にふぐはえ縄漁業によって

漁獲されているが、我が国沿岸域においては産卵親魚や若齢魚が定置網、底びき網

等でも漁獲されている 主要取扱市場である下関地方卸売市場南風泊市場 以下 南。 （ 「

風泊市場」という ）のトラフグの取扱量を漁獲動向を示す指標と見なすと、取扱。

量は１９８９年をピークとして急激に減少に転じ、２００９年には、データがある
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うちで最高の取扱量であった１９７５年の約１，０００トンの十分の一以下まで減

少している （図４参照）。

資源の急激な減少の原因については、１９８０年代後半からの好景気によりトラ

フグの価格が高騰したことや浮はえ縄（以下「浮縄」という ）の導入により小型。

のはえ縄漁船が急増したこと、さらに、冷凍技術の発達により、需要が減る春以降

においても漁獲物の保存が可能となり、従来はトラフグを漁獲対象としていなかっ

た地域でも、産卵のために接岸したトラフグを漁獲するようになったことが考えら

れる。

なお、２００３年以降系群全体での漁獲量の動向は、推定資源量と同様の傾向で

あり、２００７年までは２５０トン前後で変動していたが、２００８年には２０３

トンまで減少している。また、日本海・東シナ海の漁獲量については、系群全体の

約５０％を占め、系群全体と同様の傾向で変動している。(表２、図５参照)

資料： 魚種別取扱高表」下関地方卸売市場南風泊市場作成「

※内海産トラフグ取扱量の1996年以前のデータがないため未記入。

図４ 下関地方卸売市場南風泊市場における外海産・内海産トラフグ取扱量の推移

（単位：トン）表２ 漁獲量の推移 ※漁期年(４～３月)

区 分 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

日本海・東シナ海・瀬戸内海系群

328 238 269 295 262 203

うち日本海・東シナ海分(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

176 135 128 122 135 86

資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、「

独立行政法人水産総合研究センター作成

※「うち日本海・東シナ海分 」については瀬戸内海区水産研究所(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

において作成。
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資料： 平成21年度我が国周辺水域の漁業資源評価」水産庁増殖推進部、独立行政法人水産総合研究センター作成「

※「うち日本海・東シナ海分 」については瀬戸内海区水産研究所(有明海、八代海、福岡湾の０歳魚を除く。)

において作成。

図５ 漁獲量の推移

② 資源回復の必要性

このように我が国漁場における資源水準は低位にとどまっており、極めて危険な

水準との指摘があることから、関係漁業者の経営の安定に資するとともに、西日本

の食文化に欠くことのできない食材を安定的に確保するためには、従来の漁業者に

よる自主的な資源管理の取組を超えた効果的な措置を講ずることが必要となってい

る。

２ 資源の利用と資源管理等の現状

（１）関係漁業等の現状

① 関係漁業の現状

九州・山口北西海域におけるトラフグは主に浮縄及び底はえ縄（以下「底縄」と

いう ）によるふぐはえ縄漁業で漁獲されるているが、沿岸域においては産卵親魚。

や若齢魚が定置網、底びき網、釣り及び刺網等で漁獲されている。

ふぐはえ縄漁業の漁場は東シナ海・黄海及び五島灘から山陰に至る日本海である

が、１９８８年以降は漁獲の減少や中国、韓国漁船の台頭により東シナ海・黄海の

漁場から閉め出されたことなどから、近年は我が国２００海里内が主漁場となって

いる。

本計画開始以前のふぐはえ縄漁業は自由漁業であったが、資源回復計画を効果的

に進めるためには、漁獲努力量を抑制することが不可欠であることから、計画当初

から広域漁業調整委員会から指示を発出し、ふぐはえ縄漁業を承認及び届出制とし

た。その後も承認枠数の上限設定や届出のトン数上限の引き下げ等により、漁獲努

力量の増加を抑制してきた。(表３参照)
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(単位：隻)表３ とらふぐはえ縄漁業の承認及び届出状況

区 分 承認隻 承 認 隻 数 届 出 隻 数
合 計

以上 ～ ～ 未満年 度 数上限 計 10ﾄﾝ 5 10ﾄﾝ 計 3 5ﾄﾝ 3ﾄﾝ

2009年度 ２７１ ２３２ １００ １３２ １３３ １２１ １２ ３６５

2008年度 ２７１ ２５７ １０５ １５２ １４８ １３７ １１ ４０５

承 認 隻 数 届 出 隻 数
合 計

～ ～ 未満１０トン以上 計 5 10ﾄﾝ 3 5ﾄﾝ 3ﾄﾝ

2007年度 １０７ ３２４ １６４ １４６ １４ ４３１

2006年度 １１４ ３１５ １５５ １４５ １５ ４２９

2005年度 １１８ ３３８ １６６ １５６ １６ ４５６

※ 本計画開始時は10トン以上の漁船に対して承認を実施していたが、平成20年度から５トン

以上の漁船とし、併せて承認隻数の上限が設けられた。

② 漁獲金額の推移

西日本各地で水揚げされたトラフグは各地市場にも出荷されるが、大部分は南風

泊市場へ活魚トラックで輸送されるか、同市場に直接水揚げされる。同市場では東

シナ海及び日本海産のものを外海産、瀬戸内海及び遠州灘・伊勢湾産のものを内海

産と呼び、区別して取り扱っている。

同市場の取扱金額は図６で示されているとおり、１９８９年は６７億円であった

が、その後、漁獲量の減少、魚価安で急激に減少し、近年は１０億円以下の水準と

なっている。

資料： 魚種別取扱高表」下関地方卸売市場南風泊市場作成「

図６ 下関市地方卸売市場南風泊市場における外海産トラフグの取扱金額の推移

③ 漁業形態及び経営の現状

ふぐはえ縄漁船には、はえ縄漁業だけを営む専業船と時期により他種漁業も営

む兼業船がある。また、専業船は季節・漁場等によりトラフグ以外にも、サバフ

グ、マフグ等も漁獲対象としているが、いずれの場合もトラフグ資源の急激な減
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少により厳しい経営を強いられている。

操業形態は漁船規模によって異なり、１９トン型船は３～６人の乗組員、１０

トン未満船は１～３人の乗組員が普通で、航海日数は操業海域によって異なる。

④ 消費と流通の現状

九州・山口北西海域で漁獲されたトラフグの大部分は山口県下関市の南風泊市

場に集荷され、主としてフグ刺・フグちりなどの高級食材に加工され全国に出荷

されている。

近年の価格変動を見ると、全国的な魚価の低迷、国産養殖トラフグの安定供給

及び中国産養殖トラフグの輸入増加等の影響により、１９９９年には１０，８６

３円／㎏であったものが、２００９年には６，００８円／㎏と大幅に下落してい

る（外海産年間平均単価 。しかしながら、他魚種と比較して単価は依然高い水）

準であり、それも漁業者の漁獲圧を高める要因の一つとなっている。

（２）資源管理等の現状

① 関係漁業の主な資源管理措置

九州・山口北西海域におけるふぐはえ縄漁業は自由漁業であるが、本計画開始前

から山口県、福岡県、佐賀県及び長崎県の４県の漁業者により西日本延縄漁業連合

協議会が組織されており、毎年、操業期間の設定や小型魚の再放流等自主的な資源

管理の取組が行われているとともに、操業秩序の維持にも努めている。

なお、本計画においては、産卵親魚の保護と産卵親魚の産卵場への回帰を促進す

、 、 、 。るため 海域と漁法毎に休漁期間を設定し 小型魚については 再放流をしている

なお、これらについては広域漁業調整委員会指示で公的に措置されている。

西日本延縄漁業連合協議会における自主規制措置

【休漁期間】

東経１２９度４０分以東の海域（４の（１）の①のＡ海域、Ｂ海域）

浮縄：４月１１日～１１月３０日

底縄：なし

五島灘、壱岐周辺、北松海域及び東経１２９度４０分以西の海域

（４の（１）の①のＣ海域、Ｄ海域）

浮縄：４月１１日～９月３０日

底縄：４月２１日～９月３０日

橘湾（４の（１）の①のＥ海域）

浮縄：４月１１日～９月３０日

底縄：４月２１日～９月３０日

【全長制限】

１５㎝以下の小型魚は再放流

② 遊漁の現状

トラフグは現状では遊漁の対象になっていない。

③ 資源の積極的培養措置

関係県により積極的な種苗放流を実施している。(表４参照)
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（単位：千尾）表４ 各県のトラフグ種苗放流実績

年 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

山 口 県 ３０９ ３１４ ３１８ ５０２ ４８８ ５１２ ５８５

福 岡 県 １１１ １００ １９４ １６４ ４１３ ２１４ １１４

佐 賀 県 １５ ２３ ８８ １０８ １０８ ６５ ４９

長 崎 県 ６７３ ５５３ ４８６ ４７９ ３２３ ４３１ ５００

熊 本 県 ８ － － ６ １０ － －

広 島 県 １２５ ５９ ２７ ６１ ２９ ２９ ３６

愛 媛 県 １０ ８ ２０ ６７ １３５ ４９ ３９

年 2005 2006 2007 2008 2009

山 口 県 ４４０ ４４０ ５３６ ４６４ ３７７

福 岡 県 １２７ ３７１ ５６８ ５５５ ３０２

佐 賀 県 １３１ ５５ １０８ １１５ １３０

長 崎 県 ５１６ ５３５ ５３１ ５９９ ８２１

熊 本 県 － － － ４０ ８０

広 島 県 ３２ ６０ ６９ ８ ４

愛 媛 県 ６０ ９８ ７０ ５６ ６１

資料：１９９８～２００１年 水産庁・社団法人日本栽培漁業協会

２００２年 水産庁・独立行政法人水産総合研究センター

２００３～２００９年 各県からの報告

注：放流海域は瀬戸内海、豊後水道及び有明海を含む。

④ 漁場環境の保全措置

産卵場・幼稚魚育成場は瀬戸内海、有明海等を中心とした西日本各地の沿岸で確

認されており、これらの沿岸域では漁場の生産力の回復や水産資源の生息上の環境

改善を図るため、海底耕耘・覆砂等による底質環境の改善や干潟等の造成を実施し

ている。

、 、また トラフグは成長と共に沖合域に分布域を広め回遊する生態であることから

漁場機能の維持管理を図るため、外国はえ縄漁船の操業に伴う投棄漁具等の回収作

業にも積極的に取り組んでいる。

３ 回復計画の目標

資源の状況が低位減少傾向にあることから、資源を適切な水準に回復させるには現

状の漁獲努力量を大幅に削減する必要があるが、漁業経営への影響等を考慮しながら

段階的に取り組み、従前の休漁等に加え、産卵親魚及び小型魚の保護などを強化並び

に積極的な資源培養措置により 当計画期間中の最大推定資源量の１ ２６４トン(２、 ，

００６年漁期)までに回復させることを目標とした。なお、日本海・東シナ海の推定

資源量（有明海、八代海、福岡湾を除く ）は系群全体の約４割と推定される。。

４ 資源回復のために講じる措置と実施期間

（１）漁獲努力量の削減措置

平成１７年度から平成２１年度の計画を更に４年間延長した平成２５年度までの
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９年間、トラフグを採捕するふぐはえ縄漁業について次の漁獲努力量の削減措置を

実施し、必要に応じて見直しを行うこととする （図７参照）。

① 休漁期間

ア Ａ海域においては、

浮縄は３月２１日から１２月９日の間は休漁とする。

底縄は４月１日から８月３１日の間は休漁とする。

イ Ｂ海域においては、

浮縄は３月２１日から１１月３０日の間は休漁とする。

底縄は４月１日から８月３１日の間は休漁とする。

ウ Ｃ海域においては、

浮縄は３月２１日から９月３０日の間は休漁とする。

底縄は４月１日から９月３０日の間は休漁とする。

エ Ｄ海域においては、

浮縄は４月１日から１０月３１日の間は休漁とする。

底縄は４月１日から１０月３１日の間は休漁とする。

オ Ｅ海域においては、

浮縄は４月１日から１０月３１日の間は休漁とする。

底縄は４月１日から１０月３１日の間は休漁とする。

注：海域の定義は、別表１のとおり

② 全長制限（小型魚の再放流）

資源保護対策として、全長２５㎝以下の小型魚は再放流することとする。

ただし、下関地先海域（別表２のとおり）及びＥ海域においては、２０㎝以

下とする。

③ 針の大きさの制限

資源の状況等を見極めながら必要に応じて検討する。

④ 鉢数、針数及びはえ縄総延長の制限

資源の状況等を見極めながら必要に応じて検討する。

⑤ 保護区の設定

資源の状況等を見極めながら必要に応じて検討する。

なお、トラフグを漁獲しているその他の漁業についても、資源の状況を見極めつ

つ、必要があれば漁獲努力量の削減措置等を検討することとする。
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図７ 九州・山口北西海域トラフグ資源回復計画対象海域
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（２）資源の積極的培養措置

南風泊市場では、外海銘柄取扱量の１０～２０％が放流魚で占めていることから

(図８参照)、種苗放流が資源の底上げに大きく貢献している。一方では小型サイズ

や非適地への放流の実態も多く、より効果的な方法への転換が必要とされている。

このため、資源の維持・回復に必要な適地（天然稚魚の成育場）に適正サイズの

健全種苗を放流することにより、より効果的な方法への転換を国や関係県が積極的

に連携しながら推進し、放流効果を引き上げることとした。

なお、本計画開始の2005年度からから2009年度までの５カ年間の関係県による種

苗放流実績は８３６万尾となっている。(表５参照)

資料：独立行政法人水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所作成

図８ 下関地方卸売市場南風泊市場における外海産トラフグ取扱量に占める

放流魚の割合

（単位：千尾）表５ 計画期間中のトラフグ種苗放流実績

区 分 2005 2006 2006 2007 2008 計

山 口 県 440 440 536 464 377 2,257

福 岡 県 127 371 568 555 302 1,923

佐 賀 県 131 55 108 115 130 539

長 崎 県 516 535 531 599 821 3,002

熊 本 県 － － － 40 80 120

広 島 県 32 60 69 8 4 173

愛 媛 県 60 98 70 56 61 345

計 1,306 1,559 1,882 1,837 1,775 8,359

資料：各県からの報告による。
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（３）漁場環境の保全措置

水産資源の保全と持続的利用に資する観点から、漁場環境の改善のための海底耕

耘や漁場機能の維持管理を図るための海底清掃(投棄漁具等の回収)を実施してきて

おり、必要に応じ引き続き措置するものとする。

５ 漁獲努力量の削減措置及びその効果に関する公的担保措置

本計画に基づくふぐはえ縄漁業の休漁等の実効性を担保するために、漁業法（昭和

２４年法律第２６７号）に基づく広域漁業調整委員会指示によりふぐはえ縄漁船に対

し適切な規制を課すとともに、漁獲努力量の増大を抑制するため、海洋生物資源の保

存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）に基づく措置（ＴＡＥの設定）を

必要に応じて検討する。

６ 資源回復のために講じる措置に対する支援策

（１）漁獲努力量の削減措置に関する経営安定策

資源回復計画の実施に伴う休漁等の資源回復措置による漁業経営に与える影響を

緩和するための支援措置として、省エネ対応・資源回復等推進支援事業を活用し、

休漁期間中の経営の維持、休漁中の漁船の有効活用等を図るための必要な支援を検

討する。

（２）資源の積極的培養措置に対する支援措置

国及び県は、４（２）措置を積極的に推進する。

（３）漁場環境の保全措置に対する支援措置

国及び県は、４（３）措置を積極的に推進する。

７ 資源回復措置の実施に伴う進行管理

（１）資源回復措置の実施状況の把握

国及び県は、漁獲努力量削減措置の実施状況を毎年把握し、資源回復措置の円滑

な実施が図られるよう、関係者を指導する。

（２）資源動向の調査

国は、関係県と連携して対象資源について調査・評価体制を構築し、資源状況の

把握を行う。

（３）資源回復措置の見直し

、 、 、国は 毎年の資源調査及び評価 漁獲状況や資源回復措置の実施状況を踏まえて

資源回復計画の評価検討を行い、必要に応じて資源回復計画の内容について見直し

を行う。
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（４）進行管理に関する組織体制

進行管理に必要

な情報の収集

資源回復措置の

実施状況の把握 資源回復計画の評価・

漁獲量等報告 検討及び見直し

資源動向と資源 資源回復措置の 資源回復計画の漁業者・県・水産庁

回復措置との評 見直しの検討 見直し

価・検討

水産庁・県（試験研 広域漁業調整委員会 水産庁資源変動の調査

水産研究所 究機関含む ・水産研 等）

県試験研究機関 究所、漁業者等

８ その他

資源回復計画は、資源の回復を図り、将来的に国民に対する水産物の安定供給を実現

していくための施策であり、漁業者による漁獲努力量削減の取組のほか種苗放流等の資

源回復措置及びこれに必要な支援を行うことにより資源の回復を図っていくものである

ことから、国民の理解を得ながら計画を進めていく必要があり、計画について広く情報

提供を行うこととする。また、資源回復計画期間中の需給関係に配慮しながら計画を進

めていくこととする。

なお、資源解析の精度向上及びより効果的な資源の回復を図るためには、対象海域に

隣接する海域も含めたより広い海域での取組が必要と考えられることから、引き続き、

有明海、瀬戸内海等他海域との連携強化も含めて検討することとする。

また、本計画における資源回復の取組にあたっては、南風泊市場等関係機関に対して

も協力を呼びかけることとする。
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別表１

Ａ海域 最大高潮時海岸線上島根山口両県界から北西の線以東の海

域。

Ｂ海域 長崎県壱岐市以北の東経１２９度４０分以東及び長崎県壱

岐市筒城埼突端から佐賀県唐津市神集島北端を経て佐賀県

唐津市浜崎の最大高潮時海岸線に至る線以東の海域。ただ

し、Ａ海域を除く。

Ｃ海域 長崎県壱岐市以北の東経１２９度４０分以西及び長崎県壱

岐市筒城埼突端から佐賀県唐津市神集島北端を経て佐賀県

唐津市浜崎の最大高潮時海岸線に至る線以西の海域。ただ

し、Ｄ海域及びＥ海域を除く。

Ｄ海域 北緯３３度０４分の線、北緯３３度３０分の線、東経１２

９度１０分の線及び東経１２９度２０分の線により囲まれ

た海域。

Ｅ海域 長崎県長崎市大立神灯台より熊本県天草市魚貫埼を結ぶ 線

以東の海域。

規制海域：熊本県天草市魚貫埼と長崎県五島市富江町笠山鼻を結ぶ線及び長崎県

五島市富江町笠山鼻正西の線以北、最大高潮時海岸線上島根山口両県

界から正北の線以西の日本海及び東シナ海の海域のうち我が国の排他

的経済水域、領海及び内水（内水面を除く 。ただし、漁業法施行令）

（昭和２５年政令第３０号）第２７条に規定する瀬戸内海、有明海及

び八代海を再生するための特別措置に関する法律（平成１４年法律第

１２０号）第２条に規定する有明海及び八代海を除く。

別表２

下関地先海域 次のア、イ、ウ、エ、オの各点を結ぶ線と最大高潮時海岸線

によって囲まれた海域

点の位置

ア 山口県下関市大字吉母毘沙の鼻突端

イ アと下関市蓋井島北端を結んだ線上アの点から2000

メートルの点

ウ 福岡県北九州市小倉北区大藻路岩灯標

エ 山口県下関市六連島灯台

オ エの点から真方位90度の線と最大高潮時海岸線との

交点


